
令和 5年 6月 

 
 

 重要なお知らせ  

 

入札参加有資格者の皆さまへ 

 

大 阪 市 

 

業務委託・物品供給等の入札案件における「仕様書等に対する

質問への回答」の掲載方法の変更について 

 

次のとおりお知らせします。 

 

○現行（令和 5年 9月 30日までに公告する案件） 

仕様書等に対する質問があった場合のみ、各事業担当課のホームページの「入札契約情

報」に、質問に対する回答を掲載しています。 

 

○変更後（令和 5年 10月 1日以降に公告する案件） 

仕様書等に対する質問の有無に関わらず、電子調達システムにおける電子入札案件情報

のページ内に質問に対する回答を掲載します。 

※質問回答期間中のみ【質問への回答】ボタンが表示されます。（次頁イメージを参照） 

 

○仕様書等に対する質問への回答の他、仕様書修正など入札に関して伝達すべき事

項があるので、必ず確認を行ってください。 

 

○実施時期 

令和 5年 10月 1日以降に公告する案件から適用します。 

  



質問回答期間中のみ、質問への回答方法欄の末尾に「→質問への回答」が表示されます。 

 

（イメージ）※参考イメージのためコンサル等の表記も含まれます。 

 

○変更後（令和 5年 10月 1日以降に公告する案件） 

 

 

 

 

 

 


